
 

In depth 1 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、適宜、英文の原文を参照していただく

ようお願いします。 
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ロシアによるウクライナ侵攻の会計上の影響  
11. 表示および開示 

FAQ 11.1.1 - 損益計算書におけるロシアによるウクライナ侵攻の影響に関する表示 

ロシアによるウクライナ侵攻により、企業は、今回の侵攻の影響について、財務諸表利用者の注意を喚起するた

めに損益計算書に特別な方法で項目を表示することを望む場合があります。 

IAS第1号は、目的適合性や信頼性があり、比較可能で理解可能なものとなるように情報を表示することを企業に

要求しています。 

損益計算書に小計または追加の見出しを設けることは許容されるか 

IAS第1号第85項では、企業の財務業績の理解への目的適合性がある場合には、損益計算書における表示項目

の分解や追加的な表示項目の記載を認めています。さらに、IAS第1号第97項および第98項のガイダンスでは、

収益および費用の項目に重要性がある場合にはその内容および金額を個別に開示することを求めており、それ

には損益計算書における表示も含まれる可能性があります。したがって、今回の侵攻および関連する制裁措置に

よって生じた増分コストを表す追加の表示項目、小計または見出しは、より理解可能な情報を提供し、他の重要な

情報を不明瞭にするものでない限り、許容される可能性があります。 

損益計算書における費用の表示は、重要性がある場合を含め、既存の会計方針に従って決定する必要がありま

す。このような費用は、例外的な（exceptional）費用として説明される場合があります。企業は、例外的で重要性

がある項目の表示について会計方針で定義していない場合、今回の侵攻から生じる表示の問題に対処するため

の会計方針を策定する可能性があります。企業は、当該会計方針をその後、将来にわたって首尾一貫して適用

する必要があります。例外的な項目の表示に関して採用された会計方針は、通常、財務諸表の注記において開

示されることになります。 

どのように追加の情報を表示すべきか 

IAS第1号の原則に従っている限りにおいて、損益計算書における追加の情報の表示には様々な方法が許容され

る可能性があります。例えば、損益計算書において費用の「性質別」の表示を行っている企業が、例外的な項目

を追加の表示項目とする会計方針を有している場合があります。例外的な費用が複数の「性質別」の費用に関連

する場合、費用の「性質別」の表示を首尾一貫して行うというIAS第1号の要求事項に従うためには、複数の表示

項目を追加することが必要となる可能性があります。多くの場合、提案された表示方法が許容されるかどうかを決

定するには判断が必要となります。 

IAS第1号は、損益計算書におけるプロフォーマ金額11の表示は許容していません。しかしながら、IAS第1号は、

今回の侵攻の直接的な結果として、IAS第36号「資産の減損」に従って認識した重大な減損を区分して表示するこ

とを許容していると考えられます。 

今回の侵攻の影響により、財務諸表利用者の注意を喚起することが許容される可能性のある重要性のある項目

のその他の例としては、以下が挙げられます。 

 

1 「プロフォーマ金額」とは、IFRS基準の原則に従って決定された金額を構成しない収益および費用の項目を示しています。例

えば、「プロフォーマ」収益は、今回の侵攻から生じる負の影響がなかった場合に企業が得られたであろう収益となります。 
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• 仕入先に支払った解約違約金 

• 債務の条件変更に係るコスト（ただし、引き続き金融費用の一部として表示する必要がある） 

• 金融資産および非金融資産の減損 

• 公正価値測定 

• 事業に関連する為替差額 

• ヘッジ会計の中止による影響 

• 課税所得見込額の低下による繰延税金資産の取崩し（ただし、引き続き税金費用の一部として表示

する必要がある） 

今回の侵攻の影響により、収益を生み出すことができなかった既存の資産の消費は、通常、追加の表示項目に

は含まれません。今回の侵攻により生じた例外的な事象は、このような「埋没費用」ではなく、失った収益であるた

めです。埋没費用とは、今回の侵攻の発生の有無にかかわらず生じたであろう費用をいい、例えば、以下が挙げ

られます。 

• 今回の侵攻によって生産性に影響が生じた従業員の標準給与コスト 

• 減価償却費およびその他の設備コスト 

規制当局は、多くの場合、追加の表示項目やプロフォーマ情報の利用の適切性についての見解を有しているため、

規制の対象となる企業が「標準的な」表示から逸脱する場合には十分な注意を払う必要があります。 

企業によっては、確立された損益計算書の表示を維持しつつ、財務諸表の注記に今回の侵攻の影響およびその

結果に関する詳細な情報を開示することを選択する可能性があります（IAS第1号第112項(c)）。採用されたアプロ

ーチにかかわらず、他のIFRS基準の要求事項を遵守するためには、注記においても詳細な開示が必要となる可

能性があります。 

考慮すべきその他の要因 

企業の財務業績に影響を与える要因が混在している場合があり、それによって、今回の侵攻の影響を他の外部

要因（例えば、コモディティ価格の上昇の影響）から分離することが困難な場合もあります。そのような状況では、

経営者による判断の適用が必要となる可能性があります。また、経営者は、収益または費用に関する特定の表示

が主として今回の侵攻の影響によるものであるという理由を明確に説明することが必要となる可能性があります。 
1 「プロフォーマ金額」とは、IFRS基準の原則に従って決定された金額を構成しない収益および費用の項目を示しています。例え

ば、「プロフォーマ」収益は、今回の侵攻から生じる負の影響がなかった場合に企業が得られたであろう収益となります。 

 

FAQ 11.2.1 - 重大な悪影響条項（MAC条項）および条件付き弁済期繰上げ条項（SAC条項）のある

ローンをどのように分類すべきでしょうか 

多くのローン契約には、「重大な悪影響条項（material adverse change clause）」（MAC条項）または「条件付き弁

済期繰上げ条項（Subjective acceleration clauses）」（SAC条項）のいずれかが含まれており、その中で貸手は

主観的基準に基づいて借入を繰上償還することができます。 

各条項について、貸借対照表日現在で個別に分析する必要があります。貸手が、MAC条項またはSAC条項の適

用に基づき、貸借対照表日において、ローンを貸借対照表日から12ヶ月以内に繰上償還する権利を有している

場合、当該ローン契約を流動に分類する必要があります。つまり、貸手が貸借対照表日においてそのような権利

を有している場合、借手は貸借対照表日後から少なくとも12か月間にわたり、ローンの返済を繰り延べる無条件

の権利を有していないことになります。 

一方、貸手が貸借対照表日現在のローン契約の条件に基づき、貸借対照表日において、少なくとも12ヶ月間にわ

たってローンを繰上償還する権利を有していない場合には、ローンを非流動に分類する必要があります。 

 

FAQ 11.2.2 - 貸借対照表日後に財務制限条項への抵触が予想される場合、企業はどのようなことを

考慮すべきでしょうか 
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予想される財務制限条項への抵触が、ロシアによるウクライナ侵攻およびそれに関連する影響（例えば、制裁措

置）に直接関連している場合でも、報告日現在ではその抵触が発生していないときには、報告日現在の流動・非

流動の分類には影響を与えません。報告日後の財務制限条項の抵触や獲得した免責は修正を要しない後発事

象として取り扱う必要があります。 

ただし、企業は、後発事象の開示、および返済期限の繰上げが少なくとも報告期間の末日から1年間は継続企業

として存続するという能力の評価に及ぼす影響を検討する必要があります。 
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